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【手続補正書】
【提出日】令和2年2月17日(2020.2.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　揮発分を４～１０重量％含む炭素原料を粉砕して１次粒子を製造する段階；
　前記１次粒子をバインダーと混合して２次粒子を製造する段階；および
　前記２次粒子を黒鉛化して黒鉛材を製造する段階
を含む、リチウム二次電池用負極活物質の製造方法。
【請求項２】
　前記炭素原料は、グリーンコークスまたは生コークスを含む、請求項１に記載のリチウ
ム二次電池用負極活物質の製造方法。
【請求項３】
　前記１次粒子のＤ５０粒径は、１０μｍ以下である、請求項１または請求項２に記載の
リチウム二次電池用負極活物質の製造方法。
【請求項４】
　前記１次粒子の球形化度は、０．７５～１である、請求項１～請求項３のいずれか一項
に記載のリチウム二次電池用負極活物質の製造方法。
【請求項５】
　前記１次粒子を製造する段階以後、前記１次粒子を磨砕する段階をさらに含む、請求項
１～請求項４のいずれか一項に記載のリチウム二次電池用負極活物質の製造方法。
【請求項６】
　前記１次粒子を製造する段階以後、前記１次粒子を１～１０℃／分の速度で昇温する段
階をさらに含む、請求項１～請求項５のいずれか一項に記載のリチウム二次電池用負極活
物質の製造方法。
【請求項７】
　前記１次粒子を製造する段階以後、前記１次粒子を熱処理して前記１次粒子内の揮発分
を除去する段階をさらに含む、請求項１～請求項６のいずれか一項に記載のリチウム二次
電池用負極活物質の製造方法。
【請求項８】
　前記１次粒子内の揮発分を除去する段階で、熱処理温度は８００～１５００℃である、
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請求項７に記載のリチウム二次電池用負極活物質の製造方法。
【請求項９】
　前記２次粒子を製造する段階で、前記１次粒子１００重量部に対して前記バインダーを
２～２０重量部混合する、請求項１～請求項８のいずれか一項に記載のリチウム二次電池
用負極活物質の製造方法。
【請求項１０】
　前記バインダーは、石炭系ピッチまたは石油系ピッチを含む、請求項１～請求項９のい
ずれか一項に記載のリチウム二次電池用負極活物質の製造方法。
【請求項１１】
　前記バインダーは、軟化点が８０～３００℃である、請求項１～請求項１０のいずれか
一項に記載のリチウム二次電池用負極活物質の製造方法。
【請求項１２】
　前記２次粒子を製造する段階は、１１０～５００℃の温度でせん断力を活用して１～５
時間のあいだ行う、請求項１～請求項１１のいずれか一項に記載のリチウム二次電池用負
極活物質の製造方法。
【請求項１３】
　前記２次粒子のＤ５０粒径は、１４～２５μｍである、請求項１～請求項１２のいずれ
か一項に記載のリチウム二次電池用負極活物質の製造方法。
【請求項１４】
　前記２次粒子を製造する段階以後に、前記２次粒子を炭化する段階をさらに含む、請求
項１～請求項１３のいずれか一項に記載のリチウム二次電池用負極活物質の製造方法。
【請求項１５】
　前記炭化する段階は、８００～１５００℃の温度で行う、請求項１４に記載のリチウム
二次電池用負極活物質の製造方法。
【請求項１６】
　前記黒鉛材を製造する段階は、２８００～３２００℃の温度で行う、請求項１～請求項
１５のいずれか一項に記載のリチウム二次電池用負極活物質の製造方法。
【請求項１７】
　前記黒鉛材は、比表面積が１．７ｍ２／ｇ以下であり、タップ密度が０．７ｇ／ｃｃ以
上である、請求項１～請求項１６のいずれか一項に記載のリチウム二次電池用負極活物質
の製造方法。
【請求項１８】
　正極；負極；および電解質；を含み、
　前記負極は、請求項１ないし１７のいずれか一項による方法で製造されたリチウム二次
電池用負極活物質を含む、
　リチウム二次電池。


	header
	written-amendment

